
令和 年度 市民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得等金額申出書 

（令和 年度 市民税・都民税申告書 添付書類） 

国立市長 宛 

                                 令和    年  月  日 

 

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方法について、所得税の確定申告とは異なる課税方法 

を選択する場合は、次の１，２について、該当する箇所に☑および記入し、提出してください。 

  

１ 上場株式等の配当等に係る市民税・都民税の課税方式について、次のとおり選択します。 

  □①申告不要を選択します。 

   配当所得の金額                円 配当割控除額           円 

  □②総合課税で申告します。 

   配当所得の金額                円 配当割控除額           円 

  □③申告分離課税を選択します。  

   配当所得の金額                円 配当割控除額           円 

２ 上場株式等の譲渡等に係る市民税・都民税の課税方式について、次のとおり選択します。 

  □①申告不要を選択します。 

   上場株式等の譲渡所得等の金額       円 譲渡割控除額          円 

  □②申告分離課税を選択します。 

   上場株式等の譲渡所得等の金額       円 譲渡割控除額          円 

★添付資料 

□確定申告書を提出済みまたは予定で控えをお持ちの場合、そのコピー（必須） 

また、市民税・都民税が源泉徴収されていることが分かる資料として下記いずれかを添付してください。 

□特定口座年間取引報告書 

□配当等の支払調書、所得内訳書 

□その他（           ） 

★注意事項 

※１．太枠内をすべて記載してください。 

※２．この申出書は市民税・都民税申告書と上記添付資料を併せて提出してください。 

※３．原則として、該当年度の申告期限（今年度は 3 月 15 日迄）にこの申告書の提出が必要です。た

だし、納税通知書が送達されるまでの間に提出されたものは有効です。 

※４．対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等は、所得税 15.315％（復興特別所得税含む）

と住民税 5％の合計 20.315％の税率であらかじめ源泉徴収（特別徴収）されているものとなりま

す（所得税 20.42％を源泉徴収されているものは対象ではありません）。 

※５．総合課税・申告分離課税を選択した場合、合計所得金額に算入され、これにより国保等の算定に

影響がありますのでご注意ください。 

※６．「市民税・都民税申告書」については、表面上部にある、住所・名前・生年月日・電話番号欄にの

みご記入ください。 

（裏面に記載例がありますのでご参照ください。） 

フリガナ

現住所

氏名
生年月日 　　　　　年　　　月　　　日



 

（記載例） 

令和 年度 市民税・都民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額等申出書 

（令和 年度 市民税・都民税申告書 添付書類） 

 

国立市長 宛 

                                 令和 5 年 2 月 26 日 

 

 

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方法について、所得税の確定申告とは異なる課税方法 

を選択する場合は、次の１，２について、該当する箇所に☑および記入し、提出してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

フリガナ

現住所 国立市富士見台○○ー××ー△△

クニタチ　タロウ

氏名 国立　太郎
生年月日 昭和○○年　×　月　△　日

申告書の提出先・問い合わせ先 

国立市役所 政策経営部 課税課 市民税係 

〒186-8501 国立市富士見台２丁目４７番地の１ ℡:042-576-2111（内線 111～113、115） 

 

 

 

 

 

 

１ 上場株式等の配当等に係る市民税・都民税の課税方式について、次のとおり選択します。 

  □①申告不要を選択します。 

配当所得の金額                円 配当割控除額           円 

  □②総合課税で申告します。 

   配当所得の金額                円 配当割控除額           円 

  ☑③申告分離課税を選択します。  

   配当所得の金額      500,000      円 配当割控除額  25,000      円 

２ 上場株式等の譲渡等に係る市民税・都民税の課税方式について、次のとおり選択します。 

  ☑①申告不要を選択します。 

   上場株式等の譲渡所得等の金額 200,000  円 譲渡割控除額  10,000     円 

  □②申告分離課税を選択します。 

   上場株式等の譲渡所得等の金額         円 譲渡割控除額          円 
所得税では分離課税とし

た上場株式等の譲渡等を

住民税では申告不要とす

る場合 

所得税では総合課税と

した上場株式等の配当

等を住民税では分離課

税とする場合 


